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建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

（
傍
線
部
分
は
、
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）

第
一

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正

一

シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
症
候
群
対
策
の
た
め
の
規
制
の
導
入

居
室
を
有
す
る
建
築
物
は
、
そ
の
居
室
内
に
お
い
て
化
学
物
質
の
発
散
に
よ
る
衛
生
上
の
支
障
が
な
い
よ
う
、
建
築
材

料
及
び
換
気
設
備
に
つ
い
て
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
の
二
関
係
）

二

建
築
物
の
形
態
規
制
の
合
理
化

１

用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
で
定
め
る
容
積
率
制
限
の
最
高
限
度
と
し
て
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
等
に

お
い
て
十
分
の
四
十
及
び
十
分
の
五
十
を
、
第
一
種
住
居
地
域
等
に
お
い
て
十
分
の
十
、
十
分
の
十
五
及
び
十
分
の
五

十
を
、
商
業
地
域
に
お
い
て
十
分
の
百
十
、
十
分
の
百
二
十
及
び
十
分
の
百
三
十
を
、
並
び
に
工
業
地
域
等
に
お
い
て

十
分
の
十
及
び
十
分
の
十
五
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
二
条
第
一
項
関
係
）

２

前
面
道
路
の
幅
員
に
よ
る
容
積
率
制
限
に
つ
い
て
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
等
内
の
建
築
物
の
う
ち
特
定
行
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政
庁
が
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
の
議
を
経
て
定
め
る
区
域
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
十
分
の
六
掛
と
す
る
こ
と
と

し
、
近
隣
商
業
地
域
等
内
の
建
築
物
の
う
ち
特
定
行
政
庁
が
都
市
計
画
審
議
会
の
議
を
経
て
定
め
る
区
域
内
の
建
築
物

に
つ
い
て
は
十
分
の
八
掛
と
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
二
条
第
二
項
関
係
）

３

第
一
種
住
居
地
域
等
に
お
け
る
住
宅
（
空
地
及
び
敷
地
規
模
等
が
一
定
規
模
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い

て
、
用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
で
定
め
る
容
積
率
の
一
・
五
倍
を
限
度
と
し
て
そ
の
容
積
率
を
緩
和
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
二
条
第
七
項
関
係
）

４

用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
で
定
め
る
建
ぺ
い
率
制
限
の
最
高
限
度
と
し
て
、
第
一
種
住
居
地
域
等
に
お
い
て
十

分
の
五
十
及
び
十
分
の
八
十
を
、
近
隣
商
業
地
域
に
お
い
て
十
分
の
六
を
、
並
び
に
工
業
地
域
に
お
い
て
十
分
の
五
を

追
加
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
三
条
第
一
項
関
係
）

５

す
べ
て
の
用
途
地
域
の
都
市
計
画
に
お
い
て
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
関
係
）

６

道
路
斜
線
制
限
に
つ
い
て
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
等
内
の
建
築
物
の
う
ち
、
特
定
行
政
庁
が
都
道
府
県
都

市
計
画
審
議
会
の
議
を
経
て
指
定
す
る
区
域
内
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
斜
線
勾
配
を
一
・
二
五
か
ら
一
・
五
に
変
更
す
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る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
関
係
）

７

隣
地
斜
線
制
限
に
つ
い
て
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
等
内
の
建
築
物
の
う
ち
、
特
定
行
政
庁
が
都
道
府
県
都

市
計
画
審
議
会
の
議
を
経
て
指
定
す
る
区
域
内
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
斜
線
勾
配
を
一
・
二
五
か
ら
二
・
五
に
、
当
該

制
限
が
適
用
さ
れ
る
建
築
物
の
高
さ
を
二
十
メ
ー
ト
ル
超
か
ら
三
十
一
メ
ー
ト
ル
超
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
、
近
隣
商

業
地
域
等
内
の
建
築
物
の
う
ち
、
特
定
行
政
庁
が
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
の
議
を
経
て
指
定
す
る
区
域
内
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
制
限
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

８

斜
線
制
限
に
よ
り
確
保
さ
れ
る
採
光
等
と
同
程
度
以
上
の
採
光
等
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
一
定
の
基
準
に
適
合
す

る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
制
限
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
六
条
第
七
項
関
係
）

９

日
影
規
制
に
つ
い
て
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
等
に
お
い
て
、
日
影
時
間
の
測
定
を
行
う
平
均
地
盤
面
か
ら

の
高
さ
と
し
て
六
・
五
メ
ー
ト
ル
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
関
係
）

三

地
区
計
画
等
の
規
制
の
見
直
し

１

地
区
計
画
等
で
定
め
た
用
途
に
つ
い
て
、
条
例
で
用
途
地
域
の
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
の
二
第
五
項
関
係
）
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２

第
二
の
一
の
２
の
再
開
発
等
促
進
区
内
の
建
築
物
で
、
地
区
計
画
の
内
容
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
容
積
率

制
限
、
建
ぺ
い
率
制
限
、
斜
線
制
限
等
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
八
条
の
三
関
係
）

３

第
二
の
一
の
３
の
地
区
整
備
計
画
を
定
め
た
地
区
計
画
の
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
区
計
画
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
数
値
と
み
な
し
て
、
同
条

の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
の
五
の
二
関
係
）

４

第
二
の
一
の
４
、
第
三
及
び
第
四
の
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
理
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
の
四
、
第
六
十
八
条
の
五
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
及
び
第
六
十
八
条
の
五
の
四
関
係
）

５

地
盤
面
の
上
に
あ
る
通
路
等
の
地
区
施
設
を
定
め
た
場
合
に
、
当
該
地
区
施
設
下
の
建
築
物
の
部
分
に
つ
い
て
、
建

ぺ
い
率
制
限
の
緩
和
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
の
五
の
五
関
係
）

四

一
定
の
複
数
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
特
例
の
拡
充

一
団
地
内
に
二
以
上
の
構
え
を
成
す
建
築
物
で
、
そ
の
位
置
及
び
構
造
に
つ
い
て
特
定
行
政
庁
の
許
可
を
得
た
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ら
建
築
物
を
同
一
敷
地
内
に
あ
る
も
の
と
み
な
す
と
と
も
に
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
建
築
物
に
係
る
容
積
率
制
限
、
斜
線
制
限
等
を
緩
和
で
き
る
も
の
等
と
す
る
こ
と
。
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（
第
八
十
六
条
か
ら
第
八
十
六
条
の
五
ま
で
関
係
）

第
二

都
市
計
画
法
及
び
都
市
再
開
発
法
の
一
部
改
正

一

地
区
計
画
等
の
見
直
し

１

住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
及
び
再
開
発
地
区
計
画
を
廃
止
し
、
地
区
計
画
に
統
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
四
関
係
、
同
法
第
十
二
条
の
六
及
び
都
市
再
開
発
法
第
一
章
の
四
の
削
除
）

２

地
区
計
画
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
、
従
来
の
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
又
は
再
開
発
地
区
計
画
に
相
当
す
る

区
域
と
し
て
、
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画

に
お
い
て
は
、
土
地
利
用
に
関
す
る
基
本
方
針
並
び
に
道
路
、
公
園
等
の
施
設
の
配
置
及
び
規
模
を
定
め
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
関
係
）

３

地
区
計
画
に
つ
い
て
、
適
正
な
配
置
及
び
規
模
の
公
共
施
設
を
備
え
た
土
地
の
区
域
に
お
い
て
、
そ
の
合
理
的
か
つ

健
全
な
高
度
利
用
と
都
市
機
能
の
更
新
と
を
図
る
た
め
容
積
率
の
緩
和
が
可
能
と
な
る
地
区
整
備
計
画
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
八
関
係
）
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４

そ
の
他
地
区
計
画
に
お
け
る
地
区
整
備
計
画
の
特
例
に
係
る
規
定
の
整
理
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
四
か
ら
第
十
二
条
の
十
一
ま
で
関
係
）

二

土
地
所
有
者
、
ま
ち
づ
く
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
都
市
計
画
の
提
案
制
度
の
創
設

１

土
地
所
有
者
、
ま
ち
づ
く
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
、
都
市
計
画
区
域
等
内
の
一
定
の
面
積

以
上
の
一
体
的
な
区
域
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
基
準
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
都
市
計
画
に
関
す
る
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
及
び
土
地
所
有
者
等
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
す

る
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
の
二
関
係
）

２

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
１
の
提
案
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
提
案
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
の
決

定
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
当
該
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
の
三
関
係
）

３

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
１
の
提
案
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

都
市
計
画
の
案
を
都
市
計
画
審
議
会
に
付
議
す
る
際
に
、
当
該
提
案
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
の
四
関
係
）
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４

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
１
の
提
案
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当
該
提
案
を
し
た
者
に
通
知
し
、
そ
の
際
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
市
計

画
審
議
会
に
当
該
提
案
を
提
出
し
て
そ
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
の
五
関
係
）

第
三

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

沿
道
地
区
計
画
に
つ
い
て
、
地
区
計
画
と
同
様
に
、
沿
道
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と

と
も
に
、
公
共
施
設
の
整
備
を
誘
導
す
る
沿
道
地
区
整
備
計
画
、
区
域
を
区
分
し
て
建
築
物
の
容
積
を
適
正
に
配
分
す
る

沿
道
地
区
整
備
計
画
、
高
度
利
用
と
都
市
機
能
の
更
新
と
を
図
る
沿
道
地
区
整
備
計
画
、
住
居
と
そ
れ
以
外
の
用
途
を
適

正
に
配
分
す
る
沿
道
地
区
整
備
計
画
及
び
一
定
の
形
態
等
の
建
築
物
の
整
備
を
誘
導
す
る
沿
道
地
区
整
備
計
画
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
か
ら
第
九
条
の
六
ま
で
関
係
）

第
四

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
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防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
に
つ
い
て
、
公
共
施
設
の
整
備
を
誘
導
す
る
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
又
は
防
災
街
区
整

備
地
区
整
備
計
画
（
以
下
「
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
等
」
と
い
う
。
）
、
住
居
と
そ
れ
以
外
の
用
途
を
適
正
に
配
分

す
る
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
等
及
び
一
定
の
形
態
等
の
建
築
物
の
整
備
を
誘
導
す
る
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
等

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
二
条
の
四
ま
で
関
係
）

第
五

施
行
期
日
そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
一
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
附
則
第
五
条
ま
で
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
等
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
か
ら
附
則
第
十
八
条
ま
で
関
係
）


